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【１】目  的  

令和元年度に策定した第２次伊勢崎市総合計画後期基本計画において、下図

のとおり、事務事業《事後》評価（行政評価）は、総合計画の基本計画 PDCA

における「評価」（Check）を担うものです。「実行」（Do）した事業を「評価」

し、次年度以降の計画の「改善」（Action）（事業の見直し）を図っていくこ

とを目的としています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】評価の方法  

令和３年度の事務事業《事後》評価は、第２次伊勢崎市総合計画後期基本計

画との連携強化を図るため、総合計画の実施計画事業に対する評価とし、併せ

て、事務の効率化等の観点から基本的には各部局内における内部評価により完

結する実施方法としました。また、外部評価が必要であると思われる事務事業

については、いくつかの事業を選定した上で、外部委員による評価を実施しま

した。  

まず、事業担当課において、評価シートを使い、対象事業の妥当性・有効性・

効率性・公平性の観点から事業内容をチェックし、各指標の推移や投入コスト

の把握などにより内容の分析を行い、１次評価 (担当課長等 )及び２次評価 (部

局長 )を実施しました。  

その後、庁内の「伊勢崎市行政評価委員会」（以下「行政評価委員会」とい

う。）において、１次評価及び２次評価を参考に、市民委員から構成される「伊

勢崎市行政改革推進及び行政評価市民委員会」（以下「市民委員会」という。）

に諮るための事業を選定しました。選定された事業は、市民委員会で客観的な

外部評価を行い、結果を市長へ報告し、市民委員会での評価やコメントは、事

業担当課へフィードバックするとともに、総合計画推進担当課や予算編成担当

課と情報を共有しました。  

事業担当課は、部局内での評価や外部評価の結果により、対象事業の改善策

を検討し、その後の事業計画や予算化につなげました。  

事務事業≪事後≫評価の実施概要  
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【３】事業の方向性   

評価に用いる事業の方向性は次のとおりです。  

継  続  
より効率的・効果的な事業の実施を目指しながら、事業を継続

します。  

一  部  

改  善  

今までの事業の方向性を変えずに、事務のやり方等の改善を検

討します。  

大幅な

改  善  

大幅な事務改善、事業の方向性の見直しを行います。事業の統

合等も検討します。  

休  止  事業は完了していませんが、事業を休止します。  

廃  止  事業は完了していませんが、事業を廃止します  

終  了  
事業が完了した、当初の目標を達成した、又は、制度が終了し

たため、事業を終了します。  

 

 

  

令和３年度事務事業《事後》評価の対象事業は、３２５事業です。  

※各事業については別添の対象事業一覧表を参照  

  

【１】１次評価結果に基づく事業の方向性  

事業担当課長等が１次評価した結果では、  

「継続」   ３０４事業  

「一部改善」  １２事業  

「終了」     ８事業  

「休止」     １事業  でした。  

   

【２】２次評価結果に基づく事業の方向性  

担当部局長等が２次評価した結果では、  

「継続」   ３０３事業  

「一部改善」  １３事業  

「終了」     ８事業  

「休止」     １事業  でした。  

 

 

  

第三者的な立場の視点を加味するため、市民の代表で構成された「市民委員

会」により、市民評価を実施しました。  

市民委員会では、事後評価の対象となる全３２５事業の中から、行政評価委

員会において、選定した事業について、事業担当課からの事業説明を受け、集

中的な審議を行い、事業の方向性を次のとおり示しました。  
 

1 次評価及び２次評価の概要《事業担当課長等及び担当部局長等》  

市民委員会（客観的な立場からの検証）  
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市民委員会において審議した３事業の市民評価結果  
 

評価
番号  

事務事業名  事業の方向性 意見  

63 

合併処理浄化槽  

普及促進  

事業  

継続  

○補助制度について、関係機関と情報共

有を図りながら、補助申請の漏れがな

いよう周知に努め、効率的な事業の推

進に努めること。  

○水質汚濁防止の推進のため、単独処理

浄化槽から合併処理浄化槽への転換

設置を更に進めていく必要があり、新

規設置補助を見直し、転換設置補助へ

の財源とすることは妥当と考える。  

72 
空家等対策  

推進事業  

大幅な  

改善  

○空家撤去後の更地に対する固定資産

税と補助金のメリットについて比較

検討が必要。  

○補助要件（特に営利目的の条件）につ

いて、補助を活用しやすくなるよう、

柔軟な条件とする見直しが必要。  

○空家対策の様々な事業について、より

市民や所有者へ伝わるよう周知方法

の工夫に努めること。  

○更なる空家対策を推進するため、本委

員会以外に市民の意見を聞く機会が

必要と考える。  

207 道路管理事業  
一部  

改善  

○道路の維持管理においては、地元の意

見等も考慮しながら効率的な事業を

推進すること。  

○島村渡船については、周辺住民が生活

道路としての必要性を感じていない

こと、また、運航再開への復旧工事な

どの費用対効果を考慮すると効率的

な維持管理は難しいと考えられるこ

とから、市道としての廃止は妥当と考

える。  

 

 

 

事務事業評価の結果については、次のような本市独自のシステムとの連携に

より活用します。  

 

（１）事務事業の改革、改善への取り組み  

評価した結果を改革・改善に結びつけ、行財政運営の効率化などを図るた

めの手法の１つとして、活用します。  

伊勢崎市行政評価システム評価結果の活用  
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（２）市民への説明責任  

   行政評価に関する情報を市民へ公表することで、市民と情報の共有化を図

り、説明責任を明確にし、良好な信頼関係を築きます。  

（３）総合計画の進行管理との連携  

市の政策推進の柱である総合計画（実施計画）と行政評価を連携させ（目

標による管理、推進、評価型）、行政評価システムを通して総合計画の進行

管理を行います。  

（４）予算との連携  

限られた財源で最大の効果を追求するため、行政の活動を統一的な基準で

評価し、客観的な情報によって、改善すべき部分を予算編成に活用するとと

もに、総合計画と連携した一貫性のある政策形成と効率的な財政運営を行い

ます。  

 


